
上水島以東から出港する。※

（港内航路を航行して出港し、これと接続する水島航路に入った時に海上交通安全法第７条の規定に基づき「１代・Ｐ」を表示しなけ
ればならない船舶にあっては「１代・Ｍ」に代えて「１代・Ｐ」を表示することができる。）

１代・Ｍ

上水島以西から出港する。※１代・Ｔ

西公共（－）２．６ｍ物揚場からＥNＥＯＳ水島製油所Ａ工場岸壁に至る間の係留施設に向かって航行する。２代・Ａ

東公共物揚場からＥＮＥＯＳ水島製油所Ｂ工場桟橋に至る間又は呼松水路の係留施設に向かって航行する。２代・Ｂ

旭化成Ｃ７桟橋から太平洋セメント桟橋に至る間の係留施設に向かって航行する。２代・Ｃ

ＪＦＥ倉敷Ａ岸壁からＪＦＥ倉敷コークス積出桟橋に至る間の係留施設に向かって航行する。２代・Ｄ

高梁川水路又は乙島の係留施設に向かって航行する。２代・Ｔ・Ｈ

玉島地区（乙島を除く。）の係留施設に向かって航行する。２代・Ｔ・Ｓ

ＪＦＥ南側海域（ＡからＥ錨地）に向かって航行する。２代・Ｆ・Ｍ

玉島人工島南側海域（ＦからＰ錨地、Ｒ錨地及びＳ錨地）に向かって航行する。２代・Ｆ・Ｔ

信 号 旗 に よ る 進 路 信 号
玉島人工島南側海域へのR錨地及びS錨地の新設に伴い、
令和８年６月１日から信号内容の一部が変更になります。

＜対象船舶＞
水島港の港内を航行する船舶（信号旗を有しない場合又は夜間においては除かれます。）

前しょう（マスト）その他の見やすい場所に次の信号旗を掲げて下さい。

お問い合わせ先：
水島海上保安部 航行安全課 ＴＥＬ：０８６－４４４－２９６７
ＵＲＬ：https://www.kaiho.mlit.go.jp/06kanku/mizushima/

航行船舶の安全のた
めに信号旗を忘れな
いで揚げてください！

※上水島を境とした東西どちらかの
港域から出域することを指している
ものであり、離岸場所を基準とする
ものではありません。

水島港進路信号図
この図面は略図であり図内における縮
尺及び位置関係等は正確ではありま
せん。

信号旗：
第２代表旗＋Ｔ＋Ｈ
ＡＩＳ：
＞ＪＰ ＭＩＺ ＴＨ

信号旗：
第２代表旗＋Ｔ＋Ｈ
ＡＩＳ：
＞ＪＰ ＭＩＺ ＴＨ

信号旗：
第２代表旗＋Ａ
ＡＩＳ：
＞ＪＰ ＭＩＺ Ａ

旗りゅう信号：
第２代表旗＋Ｄ
ＡＩＳ：
＞ＪＰ ＭＩＺ Ｄ

信号旗：
第２代表旗＋Ｂ
ＡＩＳ：
＞ＪＰ ＭＩＺ Ｂ

信号旗：
第２代表旗＋Ｃ
ＡＩＳ：
＞ＪＰ ＭＩＺ Ｃ

信号旗：
第１代表旗＋Ｔ

信号旗：
第１代表旗＋Ｍ

信号旗：
第１代表旗＋Ｍ

又は
第１代表旗＋Ｐ

２代

Ｃ

信号旗：
第１代表旗＋Ｔ

信号旗：
第１代表旗＋Ｔ

信号旗：
第２代表旗＋Ｆ＋Ｔ
ＡＩＳ：
＞ＪＰ ＭＩＺ ＦＴ

信号旗：
第１代表旗＋Ｍ

信号旗：
第２代表旗＋Ｆ＋Ｍ
ＡＩＳ：
＞ＪＰ ＭＩＺ ＦＭ

信号旗：
第２代表旗＋Ｔ＋Ｓ
ＡＩＳ：
＞ＪＰ ＭＩＺ ＴＳ
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